
令和元年 8月九州豪雨災害に伴う災害ボランティア車両の高速道路

の無料措置について 
 

 

1. 対象となる被災地県    

佐賀県 http://www.pref.saga.lg.jp/ 

 

2. ボランティア情報  

表１を確認してください。  

 

3. 利用方法 

① 「ボランティア車両証明書」様式を印刷 

② 往路分、復路分の様式に、様式及び下記記載の注意事項に同意したうえで必要事項

を記入 

③ 高速道路を利用（往路）し、被災地の指定ＩＣにて顔写真付きの本人確認書類を提

示のうえ、証明書を係員へ提出 

④ ボランティア活動実施 

⑤ ボランティア活動終了時、災害ボランティアセンター等で証明書に「活動確認」の

押印を受ける 

⑥ 高速道路を利用（復路）し、出発地のＩＣにて本人確認書類を提示のうえ、証明書

を係員へ提出 

   ※走行途中の本線料金所では、本人確認書類を提示のうえ、証明書の確認欄に押印

を受ける 

  

4. 注意事項 

 料金所通行時には、運転免許証等の本人確認書類を提示いただきます。 

 入口では一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで本証明書と通行券を

係員にお渡しください。 (首都高速道路や阪神高速道路等、入口で料金精算を行って

いる場合には入口で証明書を係員にお渡しください。) 

 ＥＴＣはご利用いただけません。（入口または出口を通行する際は、車載器からＥＴ

Ｃカードを抜いて、ご通行ください。） 

 ボランティア証明書に記載の入口ＩＣ、出口ＩＣ以外のご利用はできません。 

 証明書は記載の出口ＩＣで回収します。（ただし、首都高速道路や阪神高速道路等、

入口で料金を支払う場合には、当該入口で回収する場合もあります。） 

 復路ご利用の際は、ボランティア活動終了後に、災害ボランティアセンター等で活動

確認の押印が必要となります。 



 証明書は料金所で回収されます。往路用と復路用は別々の用紙で印刷してください。 

 阪神高速道路等の無人料金所では料金所スタッフが不在のため、確認印の押印ができ

ませんので、料金所にある呼出しボタンにてお申し出ください。 

 証明書に記載いただいた個人情報は本措置の管理目的のみに利用し、法令で認められ

る場合を除き第三者への開示・提供をいたしません。 

 

5. インターネットをご利用いただけない場合の災害ボランティア車両の高速道路の無料

措置 

インターネットをご利用されない場合は、従来どおり表２の手続きをお願いします。 

 

6. 災害ボランティア車両以外の無料措置 

・自治体が災害救助のために使用する車両 

※被災地県によっては対象車両が異なります。詳細は被災地県にご確認くださ

い。 

 

 

以  上 

 

 

 

表１ 

 

必要なボランティアセンターの証明書（往路・復路）を印刷してください。 

 

都道府県 市区町村 ボランティアセンター
社会福祉協議会ＨＰ

URL

受付状況
※最新の情報は左記
URLでご確認下さい

高速道路
最寄IC

ボランティア車両証明書

佐賀県 多久市 多久市災害ボランティアセンター http://care-
net.biz/41/takushishakyo/

受付中

⾧崎自動車道
武雄北方ＩＣ
多久ＩＣ
佐賀大和ＩＣ

ボランティア車両証明書様式

佐賀県 小城市 小城市災害ボランティアセンター http://o-shakyo.or.jp/
9時～12時受付開始
※市内在住者限り

⾧崎自動車道
多久ＩＣ
佐賀大和ＩＣ
東背振ＩＣ

ボランティア車両証明書様式

佐賀県 武雄市 武雄市災害ボランティアセンター http://takeo-syakyo.com/

8/31(土)9:00～
11:00受付開始
※県内在住者限り

⾧崎自動車道
嬉野ＩＣ
武雄北方ＩＣ
多久ＩＣ

ボランティア車両証明書様式

佐賀県 大町町 大町町災害ボランティアセンター
http://care-
net.biz/41/oomachisyakyo/index.ph
p

8/31(土)9:30～
11:30受付開始
※県内在住者限り

⾧崎自動車道
武雄北方ＩＣ
多久ＩＣ
佐賀大和ＩＣ

ボランティア車両証明書様式

佐賀県 佐賀市 佐賀市災害ボランティアセンター https://www.scshakyou.jp/
9/1(日)9:00～
※県内在住者限り

⾧崎自動車道
多久ＩＣ
佐賀大和ＩＣ

  東背振ＩＣ

ボランティア車両証明書様式

ボランティア情報



 

表２ 

■インターネットをご利用いただけない場合の災害ボランティア車両の手続き 

 


